
令和５～10年度版
内容は令和４年度と同様です。

有効期間：令和５年4月1日から５年間
（2028年3月31日まで）

お問い合わせ先
沖縄県農林水産部水産課 漁業管理班

ＴＥＬ 098－866－2300

マチ類資源保護区の概要 （沖縄海区漁業調整委員会指示５第２）

（１） マチ類の資源水準は低位であり、資源の保護が必要です。
（２） 禁漁期間中の保護区においては、漁業者、遊漁者ともに､ひき縄釣り以外の漁法

により水産動植物を採捕してはいけません。
（３） 保護区の位置、禁漁期間は、「水納北」以外は、これまでと同様です。

※ 平成30年度から 「水納北」の禁漁期間に変更があります。
（変更前：１～６月⇒ 変更後：３～７月）。
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第２多良間堆 （周年禁漁）
Ａ 北緯24度40.0分、東経124度57.5分

Ｂ 北緯24度40.0分、東経125度02.5分

Ｃ 北緯24度32.0分、東経125度02.5分

Ｄ 北緯24度32.0分、東経124度57.5分

イチャビラー (７月～９月禁漁)
Ａ 北緯26度37.0分、東経128度18.0分

Ｂ 北緯26度35.5分、東経128度20.0分

Ｃ 北緯26度32.5分、東経128度17.0分

Ｄ 北緯26度34.0分、東経128度15.0分

沖ノ中ノソネ (３月～７月禁漁)
Ａ 北緯24度09.0分、東経123度04.0分

Ｂ 北緯24度09.0分、東経123度21.0分

Ｃ 北緯24度00.0分、東経123度21.0分

Ｄ 北緯24度00.0分、東経123度04.0分

水 納 北 （※３月～７月禁漁 H30年度から）
Ａ 北緯24度57.5分、東経124度42.0分

Ｂ 北緯24度57.5分、東経124度50.0分

Ｃ 北緯24度50.0分、東経124度50.0分

Ｄ 北緯24度50.0分、東経124度46.0分

Ｅ 北緯24度52.5分、東経124度42.0分
北タイキュウソネ (５月～11月禁漁)
Ａ 北緯25度55.0分、東経126度35.0分

Ｂ 北緯25度55.0分、東経126度49.0分

Ｃ 北緯25度47.0分、東経126度49.0分

Ｄ 北緯25度47.0分、東経126度35.0分

小型魚釣れたら
漁場移動！

アカマチ：尾叉長30cm未満（約500g）

シチューマチ・マーマチ・クルキンマチ：尾叉長20cm未満 （約150g）

びさちょう

尾叉長

保護区だけでなく、全ての漁場で、

小型魚が釣れたら場所を移動するか、
釣針の水深を変えて、小型魚を釣らないようにしましょう

守ろう！子マチ
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